
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色光を放射する光源ユニットと、該光源ユニットの出射光を直線偏光に変換する偏光
変換素子と、白色光を赤、緑、青の３色に色分離する色分離ユニットと、各色の映像信号
に応じて光学像に変換する液晶表示素子と、その光学像を投射する投射ユニットを有する
液晶プロジェクタであって、
　前記液晶表示素子の入射側および出射側の少なくともいずれか一方に配置される偏光板
が、水晶基板と偏光素子とを含み、該水晶基板と偏光素子とが互いに貼り合わせられてお
り、
　前記水晶基板の板厚が０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下で
　

あることを特徴とする液晶プロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示素子上の画像を投影する液晶プロジェクタに係わり、特に画像の高輝
度化に伴い高温となる偏光フィルムについて、効率良く放熱するための技術に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
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あり、
前記水晶基板の光学軸と前記偏光素子の吸収軸とのなす角度が、９０±２°と０±２°

の何れかで



液晶表示素子を用いたプロジェクタの光学系には、少なくとも１個の液晶表示素子とその
前後に１対の偏光フィルムが用いられる。この偏光フィルムは熱収縮性が高く、光源から
の光を吸収して発熱した際に変形するのを防止するために、一般的には粘着材により透明
基板に貼合して用いられる。この透明基板に偏光フィルムを貼り合わせたものを以下偏光
板と称する。
【０００３】
最近、この透明基板としては、例えば特許公報第３０９１１８３号で開示されているよう
に、熱伝導率が高いという特性に注目してサファイヤが用いられてきている。この際、前
記特許公報に述べられているように、透明基板に入射した偏光に影響を与えないように、
サファイヤの光学軸を入射偏光に平行若しくは直交するようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記透明基板の材料として用いられるサファイヤはガラス等と比べ非常に高価である。ま
た、前記透明基板には、画像に歪みを生じさせないために高い平面精度が要求されるが、
サファイヤは硬度が高いために加工性が悪く、研磨コストもガラス等と比較して割高とな
る。
【０００５】
本発明の目的は、上記した課題を解決し、前記偏光フィルムの透明基板として加工性が良
くかつ熱伝導性の高い部材を用いた液晶プロジェクタを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決する為の手段】
偏光板として、板厚０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の水晶基板に偏光素子を貼合せると共
に、その光学軸を入射偏光に平行若しくは直交するように構成する。この構成により、サ
ファイヤ基板を用いる場合と比較して、同等の放熱効果で基板の加工性の向上及び低価格
化を実現することができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に図を用いて本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【０００８】
図１、図２は本発明の実施の形態を示す図で、図１は透過型液晶表示素子の前後に配設さ
れた本発明による偏光板の構成を示し、図２はその偏光板を用いた透過型液晶プロジェク
タの構成を示す。なお、図１、図２において、同一部分には同一符号を付して示す。
【０００９】
本発明は、偏光を利用した液晶プロジェクタにおいて、光源から投射レンズにいたる光路
上に配置された偏光素子の保持体の材料として、水晶を用いることに特徴がある。
【００１０】
以下、本発明の実施の形態について、まず図２から述べる。図２において、光源１から出
射した光束は第 1レンズアレイ６に入射する。第 1レンズアレイ６は、入射した光束をマト
リックス状に配置された複数のレンズセルで複数の光束に分割して、効率よく第２レンズ
アレイ７と偏光変換素子８を通過するように導く。第１レンズアレイと同様に、マトリッ
クス状に配置された複数のレンズセルを持つ第２レンズアレイ７は、構成するレンズセル
それぞれが対応する第１レンズアレイ６のレンズセルの形状を透過型の液晶表示素子２０
Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ側に投影する。この時、偏光変換素子８は第２レンズアレイ７からの
光束を所定の偏光方向に揃える。そして、これら第１レンズアレイ６の各レンズセルの投
影像を集光レンズ９、及びコンデンサレンズ１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ、第１リレ－レンズ
１７、第２リレ－レンズ１８により各液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ上に重ね合わ
せる。尚、１４，１５，１６は反射ミラーである。
【００１１】
その過程で、ダイクロイックミラ－１２，１３により、光源１より出射された白色光は赤
（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３原色に分離され、それぞれ対応する液晶表示素子２０Ｒ
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，２０Ｇ，２０Ｂに照射される。なお、ここではダイクロイックミラ－１２は赤反射緑青
透過特性であり、ダイクロイックミラ－１３は緑反射青透過特性である。
【００１２】
各液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂは入射側に入射側偏光板４Ｒ，４Ｇ，４Ｂを、出
射側に出射側偏光板５Ｒ，５Ｇ，５Ｂを備え、所定の偏光方向の光を通すようになってい
る。そして、図示しない映像信号駆動回路により液晶表示素子を透過する光量を制御して
画素ごとに濃淡を変える光強度変調を行う。
【００１３】
光強度変調で形成された液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ上の画像は、色合成プリズ
ム１１によって色合成され、さらに、投射レンズ３によってスクリ－ン１９上へと投射さ
れ、大画面映像を得ることができる。
【００１４】
なお、第１リレ－レンズ１７と第２リレ－レンズ１８は、液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇに
対して液晶表示素子２０Ｂの、光源１から液晶表示素子面までの光路長が長くなっている
ことを補うものである。
【００１５】
また、コンデンサレンズ１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ
通過後の光線の広がりを押さえ、投射レンズ３によって効率のよい投射を実現する。
【００１６】
冷却用ファン２６は、例えば入射側偏光板４Ｒ，４Ｇ，４Ｂ、出射側偏光板５Ｒ，５Ｇ，
５Ｂや液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ等で光源１からの照射光の一部を吸収して生
じる熱を、空気の流れ（風）を図示しない冷却用ダクトを介して送風し、前記偏光板や液
晶表示素子への流路２７を形成して冷却する。
【００１７】
以上のように構成された液晶プロジェクタでは、特に小型であることと、明るい画像が得
られることが要求されているので、液晶表示素子の小型化が進み、また光源の効率化も進
み、高輝度化が図られている。これに伴い、小型化した液晶表示素子に光が集中し光吸収
による発熱で温度が上昇する。また、液晶表示素子の前後に配設された液晶表示素子と略
同サイズの偏光板でも光吸収による発熱で温度が上昇する。そこで、偏光板の放熱効果を
高め、冷却用ファン等により冷却して温度上昇を防いでおり、特に、偏光板では更に放熱
効果を高め温度上昇を改善している。
【００１８】
図１は、入射側偏光板、出射側偏光板、および透過型液晶表示素子について詳細に示した
ものである。図１において、４１と５１は偏光フィルム、４２と５２は偏光フィルム４１
と５１を貼り付ける透明基板である水晶基板である。入射側偏光板４は偏光フィルム４１
と水晶基板４２とからなり、出射側偏光板５は偏光フィルム５１と水晶基板５２とからな
る。
【００１９】
偏光変換素子８にて変換された直線偏光の偏光方向を光路２１に直交する紙面に平行なＸ
－Ｘ '方向（以下、鉛直方向と称する）とすると、この直線偏光は水晶基板４２を通過し
て鉛直方向を透過軸とする偏光フィルム４１に入射する。この際、水晶基板４２の結晶軸
が偏光に影響を与えないようにするためには、水晶基板４２の結晶軸を偏光フィルム４１
の透過軸と同じ鉛直方向若しくはこれに直交する方向にする必要がある。この結晶軸角度
がずれた場合は、直線偏光が楕円偏光に大きく変化されてしまい、偏光フィルム４１での
光の吸収量が増加するため、光量の損失や発熱量の増大が発生する。
【００２０】
図３に結晶軸角度ズレに対する損失光量の実測値を示す。図３において、横軸は結晶軸角
度ズレであり、縦軸は偏光フィルムで生じる損失光量である。実測値より、軸角度が±１
°ずれると光の吸収量が約０．５％、軸角度が±２°ずれると光の吸収量が約２％増加す
ることが分かっており、軸角度公差は±２°以内が望ましい。結晶軸角度ズレが±２°を
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越えると急激に損失光量が増加する。損失光量が増加すると輝度低下を引き起す。
【００２１】
一般に、図２に示す液晶プロジェクタの製造工程では、光源１を除く照明光学系から投射
レンズ３までの光学系において、輝度管理は所定の値に対し、輝度低下を略１０％で管理
している。この内、ダイクロイックミラ－で略５％、液晶表示素子で略７から８％輝度が
変動し、また、この他の複数の光学レンズでも数％の変動があり、このような変動部品を
組合せてト－タルの輝度変動を１０％以内となるようにしている。従って、光の吸収量を
約２％にする上記した水晶基板の結晶軸角度ズレの±２°は許容できる上限値とみなせる
。
【００２２】
つぎに、偏光フィルム４１の透過軸を通過した光は、液晶表示素子２０により映像信号（
図示せず）の階調に応じて偏光方向が変化させられ、偏光フィルム５１に入射し、偏光フ
ィルム５１の透過軸に平行な偏光成分は偏光フィルム５１を透過するが、それ以外は偏光
フィルム５１で吸収される。
【００２３】
偏光フィルム４１及び５１は、透過軸以外の偏光成分を吸収して発熱するため、偏光フィ
ルム４１及び５１の表面および水晶基板４２および５２の表面を空冷することにより、発
熱による温度上昇を抑制する。水晶基板４２および５２に高い熱伝導性が求められるのは
、水晶基板４２および５２の表面からの放熱効果を向上させるためである。
【００２４】
図４は、ガラス、水晶およびサファイヤを偏光フィルムの透明基板に用いた場合の、偏光
フィルム温度を液晶プロジェクタで実測したもので、横軸に透明基板の板厚を縦軸に偏光
フィルム温度を示している。温度測定の条件は次の通りである。
【００２５】
周囲温度はＴａ２５℃、光源は１５５Ｗ仕様の超高圧水銀ランプ、透過型液晶表示素子は
０．７インチ、偏光フィルムのサイズは２１．５ｍｍ  ×  １８．０ｍｍ、透明基板サイズ
は２３．５ｍｍ  ×  ２０．０ｍｍで、測定場所はＧ入力側偏光板である。
【００２６】
図４から明らかなように、３種とも、板厚が薄いほど基板の熱伝導性が向上するため、偏
光フィルムの温度は低くなる。熱伝導率は、ガラスが０．５５～０．７５ (Ｗ／ｍＫ )に対
して、水晶が５．４ (Ｗ／ｍＫ )、サファイヤが４２（Ｗ／ｍＫ）である。水晶は熱伝導率
としてはサファイヤより劣るが、偏光板基板として使用した場合のガラスに対する温度低
減効果（略１０℃）は十分に確認された。水晶基板を用いる場合とサファイヤ基板を用い
る場合との温度は、板厚が薄くなるほど差が小さくなり、０．３ mm以下ではほぼ同等とな
った。水晶基板を用いる場合とサファイヤ基板を用いる場合との温度の差を 2℃以下にす
るためには、板厚を 1mm以下とすればよい。
【００２７】
一般に、偏光フィルムは耐用年数と熱変形による色ムラ（輝度ムラ）の点から７０℃以下
で使用するのが望ましい。周囲温度の許容上限温度である３５℃で偏光フィルムの温度を
７０℃とすると、周囲温度が常温の２５℃の場合、偏光フィルムの温度は６０℃となる。
図４の周囲温度が２５℃である測定値では、基板の板厚が１．０ｍｍの場合、サファイヤ
基板が約５７℃、水晶基板が約５９℃で、これ以上の温度差は性能の点から望ましくない
。
【００２８】
水晶を透明基板に用いた場合、板厚を０．３ｍｍでも容易に加工できるが、基板の破壊強
度を考慮すると０．３ｍｍ以上が望ましい。
【００２９】
水晶の価格はサファイヤの価格に比べ約１／３であるので、図３で述べたような本発明に
よる構成とし、従来のようなサファイヤ基板に比べ水晶基板を用いることにより、サファ
イヤ基板とほぼ同等な温度低減化を確保しながら大幅なコストダウンを実現することがで
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きる効果がある。
【００３０】
また、水晶はサファイヤの価格に比べ安価であるので、水晶基板の外形サイズを大きくす
ることも可能となる。約２倍のサイズとしても、サファイヤの価格より安いので、水晶で
サファイヤの約２倍のサイズにした場合、１倍のサイズのサファイヤよりさらに温度を下
げることが可能となる。
【００３１】
図５は偏光板の透明基板の平面精度による画像歪みを説明するための概念図である。図５
において、２４は図２に示す液晶プロジェクタで液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ上
に形成された正常な画像例である。２５はスクリーン１９上に投影された歪曲した画像例
を示す。
【００３２】
透過型液晶表示素子２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂにて画像例２４のような画像を形成した場合
、通常はＲＧＢそれぞれの画像例２４が重なり合い、スクリーン１９上に画像例２４と同
形状の白色画像が形成される。しかし、液晶表示素子の前後に配設された偏光板の透明基
板の平面精度が低い場合には透明基板のレンズ効果により、ＲＧＢ３色の画像が重なり合
わない現象が発生する。たとえば、出射側偏光板５Ｇのみ平面精度が低い場合には、スク
リーン１９上に形成される画像は、Ｇについてのみ歪曲した画像例２５のようになり、周
辺部では画像が重なり合わず、白色とならないで着色がおこり、画素ズレとなる。このレ
ンズ効果は屈折率に比例するため、透明基板に水晶（屈折率約１．５５）を使用すること
でサファイヤ（屈折率約１．７８）よりも上記現象を低減することが可能となる。
【００３３】
さらに、モース硬度で比較するとサファイヤが９であるのに対して水晶は７である。モー
ス硬度が低いほど加工性が良いので、サファイヤに比べ水晶が加工し易いことが明らかで
あり、サファイヤより水晶を用いた方が透明基板の平面精度を確保しやすく、加工費のコ
ストダウンを図ることができる。一般的には、上記平面精度を満足するようにサファイヤ
を加工する場合には、板厚を０．５ｍｍ以上にするのが望ましいが、水晶を用いた場合は
０．３ｍｍでも加工が容易である。ただし、透明基板の破壊強度を考慮した場合０．３ｍ
ｍ以上とするのが望ましい。
【００３４】
なお、上記では液晶プロジェクタの実施の形態として図２で示した液晶表示素子を３枚使
用する３板式の液晶プロジェクタについて述べたが、これに限定されるものではなく、例
えば、液晶表示素子を１枚使用する単板式の液晶プロジェクタであってもよい。
【００３５】
また、上記では、透過型液晶表示素子の前後に配設された偏光板の透明基板にサファイヤ
に代えて水晶を用いることを述べたが、用途はこれに限定されるものではなく、例えば液
晶表示素子の液晶をその間に挟み込む２枚の対向する透明基板にも適用できることは明ら
かである。
【００３６】
さらに、透過型液晶プロジェクタのみならず反射型液晶プロジェクタでも、偏光方向を揃
えるためにまたは所望でない偏光方向成分を削減するために偏光板が用いられている。使
用例として例えば特開２００１－２１５４９１号公報、特開平１０－３１２０３４号公報
等がある。これらの反射型液晶プロジェクタにおいても、偏光板の透明基板として水晶基
板が適用可能であることも明らかである。
【００３７】
【発明の効果】
以上説明した通り、本発明によれば、偏光板を構成する透明基板に加工性が良くかつ熱伝
導性の高い部材である水晶基板を用いた液晶プロジェクタを提供できる。これにより、偏
光板の偏光フィルムの温度上昇を透明基板にサファイヤを用いた場合とほぼ同等とするこ
とができ、コストダウンを実現することができる。また、水晶の加工のしやすさから透明
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基板の平面精度を確保でき、平面度による画像歪みも低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による偏光板の構成図である。
【図２】本発明による偏光板を用いた透過型液晶プロジェクタの構成図である。
【図３】結晶軸角度ズレに対する損失光量を示す測定図ある。
【図４】ガラス、水晶およびサファイヤを偏光フィルムの透明基板に用いた場合の、偏光
フィルム温度を示す測定図ある。
【図５】偏光フィルタの透明基板の平面精度による画像歪みを説明するための概念図であ
る。
【符号の説明】
１・・・光源、２０・・・液晶表示素子、３・・・投射レンズ、４・・・入射側偏光板、
 ５・・・出射側偏光板、６・・・第１レンズアレイ、７・・・第２レンズアレイ、８・
・・偏光変換素子、９・・・集光レンズ、１０・・・コンデンサレンズ、１１・・・色合
成プリズム、１２・・・ダイクロイックミラ－、１３・・・ダイクロイックミラ－、１４
、１５、１６・・・反射ミラ－、１７、１８・・・リレ－レンズ、１９・・・スクリ－ン
、２１・・・光路、２４・・・液晶表示素子２０上に形成された正常な画像例、２５・・
・スクリーン１９上に投影された歪曲した画像例、２６・・・冷却用ファン、２７・・・
流路、４１、５１・・・偏光フィルム、４２、５２・・・水晶基板。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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